
田布施町建設工事最低制限価格制度実施要領（平成２５年田布施町訓令第６号）新旧対照表

現 行 改 正 案

（対象工事） （対象工事）

第２条 この要領において、最低制限価格制度の対象とする工事等（以下、

「対象工事等」という。）は、競争入札で設計金額が２５０万円以上から

５，０００万円未満のものとする。ただし、次に掲げる工事は対象工事等

から除くものとする。

第２条 この要領において、最低制限価格制度の対象とする工事等（以下、

「対象工事等」という。）は、競争入札で設計金額が１３０万円以上から

５，０００万円未満のものとする。ただし、次に掲げる工事は対象工事等

から除くものとする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

２ （略） ２ （略）

（最低制限価格の算定方法） （最低制限価格の算定方法）

第３条 最低制限価格は、次の各号に定めるところにより算定する。 第３条 最低制限価格は、次の各号に定めるところにより算定する。

（１） ５００万円未満工事 （１） ５００万円未満工事

予定価格の算出基礎となった「工事価格の９／１０」（所定の率を乗じ

たもの（万円以下を切り捨てた価格））とする。

予定価格の算出基礎となった「工事価格の９／１０」（所定の率を乗

じたもの（万円未満を切り捨てた価格））とする。

（２） 土木系工事（５００万円以上土木等一般工事） （２） 土木系工事（５００万円以上土木等一般工事）

（ア） 補助事業

予定価格の算出基礎となった「直接工事費の１０／１０＋共通仮設費

の９／１０＋現場管理費の８／１０＋一般管理費の７／１０」（各費目

ごとに所定の率を乗じたもの（小数点以下切捨て）の合計から万円未満

を切り捨てた価格）とする。

予定価格の算出基礎となった「直接工事費の１０／１０＋共通仮

設費の９／１０＋現場管理費の８／１０＋一般管理費の７／１０」

（各費目ごとに所定の率を乗じたもの（小数点以下切捨て）の合計

から万円未満を切り捨てた価格）とする。

（イ） 単独事業

予定価格の算出基礎となった「直接工事費の１０／１０＋共通仮設費

の９／１０＋諸経費の８／１０」（各費目ごとに所定の率を乗じたもの

（小数点以下切捨て）の合計から万円未満を切り捨てた価格）とする。

（イ） 単独事業

予定価格の算出基礎となった「直接工事費の１０／１０＋共通仮設

費の９／１０＋諸経費の８／１０」（各費目ごとに所定の率を乗じた

もの（小数点以下切捨て）の合計から万円未満を切り捨てた価格）



現 行 改 正 案

（３） （略） （３） （略）

２ 最低制限価格算定調書は、５００万円未満工事用（様式第１号）、土木

系補助事業用（様式第２号）、土木系単独事業用（様式第３号）及び営繕

系（様式第４号） とする。

２ 最低制限価格算定調書は、５００万円未満工事用（様式第１号）、５０

０万円以上土木系工事用（様式第２号）、 及び営繕

系工事（様式第３号）とする。

３ （略） ３ （略）

様式第１号・様式第２号

（略）

様式第１号・様式第２号

（略）

様式第３号（第３条関係）

（略）

様式第３号（第３条関係）

（略）

様式第４号（第３条関係）

（略）


